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国
分
良
成
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
国
分
良
成
君
提
出
の
博
士
学
位
請
求
論
文
「
現
代
中
国
の
政
治
と

官
僚
制
1
国
家
計
画
委
員
会
を
中
心
に
ー
」
の
構
成
は
、
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

第
一
章
　
中
国
官
僚
制
の
分
析
視
角
ー
社
会
主
義
・
近
代
化
・
歴

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

史　
建
国
期
の
政
治
と
官
僚
制
（
一
九
四
九
年
－
一
九
五
二

年
）　

第
一
次
五
力
年
計
画
期
の
政
治
と
官
僚
制
（
一
九
五
三

年
－
一
九
五
七
年
）

　
大
躍
進
期
の
政
治
と
官
僚
制
（
一
九
五
八
年
－
一
九
五

九
年
）

　
経
済
調
整
期
・
文
化
大
革
命
前
期
の
政
治
と
官
僚
制

（
一
九
六
〇
年
－
一
九
六
八
年
）

　
文
化
大
革
命
後
期
の
政
治
と
官
僚
制
（
一
九
六
九
年
－

一
九
七
八
年
）

第
七
章
　
改
革
・
開
放
政
策
の
展
開
と
官
僚
制

第
八
章
　
中
国
の
近
代
化
戦
略
と
政
治
体
制

終
　
章
　
計
画
経
済
の
終
焉
と
官
僚
制
－
国
家
計
画
委
員
会
か
ら

　
　
　
国
家
発
展
計
画
委
員
会
へ

e　
本
論
文
は
、
中
華
人
民
共
和
国
の
政
治
発
展
と
そ
の
な
か
に
お
け

る
官
僚
制
の
実
態
を
一
貫
し
て
解
明
し
よ
う
と
し
た
、
長
年
に
わ
た

る
国
分
良
成
君
の
研
究
成
果
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
官
僚
制

は
政
治
学
に
お
け
る
最
も
重
要
な
研
究
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か

し
、
官
僚
制
の
実
態
は
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
体
制
の
な
か
て
独
自
の
特

徴
を
有
す
る
。

　
国
分
君
は
、
中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
官
僚
制
の
淵
源
と
し
て

①
社
会
主
義
、
②
近
代
化
、
③
歴
史
と
い
う
相
互
に
関
連
し
た
三
つ

の
要
素
を
取
り
出
し
、
分
析
の
基
礎
に
据
え
て
い
る
。
レ
ー
ニ
ン
主

義
に
お
い
て
社
会
主
義
社
会
の
到
来
と
と
も
に
官
僚
制
が
消
滅
す
る

こ
と
が
想
定
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
の
社
会
主
義
社
会
で

は
官
僚
制
が
肥
大
化
し
て
い
っ
た
。
社
会
主
義
の
中
国
に
お
い
て
も
、

計
画
経
済
の
採
用
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
共
産
党
の
既
得
権
益
に
よ

っ
て
官
僚
制
が
肥
大
化
し
た
。
中
華
人
民
共
和
国
は
、
全
国
的
に
統

一
さ
れ
た
中
国
の
最
初
の
近
代
的
国
民
国
家
で
あ
っ
た
。
政
府
主
導
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の
下
で
こ
の
よ
う
な
後
発
的
国
民
国
家
を
建
設
す
る
た
め
に
は
、
官

僚
制
に
よ
る
膨
大
な
問
題
の
処
理
が
必
要
で
あ
っ
た
。
中
国
の
指
導

者
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
提
起
し
た
よ
う
な
没
主
観
的
・
価

値
中
立
的
・
階
層
秩
序
的
官
僚
制
の
支
配
を
究
極
的
に
目
指
し
つ
つ

も
、
現
実
は
こ
の
よ
う
な
理
念
か
ら
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
実
現
を
拒
ん
だ
の
は
、
党
の
支
配
と
歴
史
的
に
引
き
継
が
れ
た
伝

統
的
官
僚
制
の
残
津
で
あ
っ
た
。
国
分
君
は
、
本
論
文
に
お
い
て
伝

統
的
官
僚
制
の
悪
弊
、
特
に
人
に
よ
る
支
配
・
「
人
治
」
を
強
調
し

て
い
る
。
以
上
は
、
同
君
が
第
一
章
で
設
定
し
た
分
析
の
枠
組
で
あ

る
。
　
国
民
党
と
の
内
戦
を
通
し
て
政
権
を
獲
得
し
た
中
国
共
産
党
が
直

面
し
た
最
も
重
要
な
課
題
の
一
つ
は
、
政
治
秩
序
を
回
復
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
官
僚
制
の
再
構
築
は
こ
の
よ
う
な
課
題
の
重
要
部
分
を

占
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
中
国
が
社
会
主
義
体
制
を
選
択
し
た
が
故

に
、
計
画
経
済
部
門
が
官
僚
制
の
中
核
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点

か
ら
国
分
君
は
、
中
国
国
務
院
内
の
国
家
計
画
委
員
会
を
主
要
な
分

析
対
象
と
し
て
選
ん
だ
。
同
君
の
論
文
の
意
図
は
妥
当
で
あ
り
、
明

確
で
る
。
著
者
は
以
下
に
お
い
て
、
中
華
人
民
共
和
国
の
政
治
発
展

の
各
段
階
の
政
治
過
程
の
特
徴
を
抽
出
し
、
国
家
計
画
委
員
会
の
在

り
方
、
機
能
、
性
格
を
解
明
す
る
の
で
あ
る
。

口　
第
二
章
で
と
り
あ
げ
る
］
九
四
九
年
－
一
九
五
二
年
は
、
建
国
初

期
に
あ
た
る
。
国
家
計
画
委
員
会
（
国
計
委
）
が
第
一
次
五
力
年
計

画
を
作
成
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
の
は
、
一
九
五
二
年
二
月
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
計
画
経
済
を
担
っ
た
の
は
、
一
九
四

九
年
］
0
月
に
成
立
し
た
中
央
人
民
政
府
政
務
院
財
政
経
済
委
員
会

（
財
経
委
）
で
あ
っ
た
。
国
分
君
は
こ
の
時
期
の
財
経
委
を
分
析
し

て
い
く
つ
か
の
特
徴
を
指
摘
し
て
い
る
。
同
委
員
会
は
、
当
時
の
政

権
構
成
を
反
映
し
て
共
産
党
員
と
非
共
産
党
員
と
か
ら
な
る
連
合
政

権
的
性
格
を
反
映
し
て
い
た
こ
と
、
社
会
主
義
の
ソ
連
モ
デ
ル
に
学

ぶ
と
い
う
よ
り
か
つ
て
の
革
命
根
拠
地
の
経
験
を
重
視
し
て
い
た
こ

と
、
同
委
員
会
主
任
の
陳
雲
の
個
人
的
役
割
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が

そ
れ
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
イ
ン
フ
レ
の
解
消
・
税
制
の
統
一
・
商
工

業
の
調
整
な
ど
の
仕
事
に
取
り
組
ん
だ
。
し
か
し
、
経
験
と
専
門
家

の
不
足
、
汚
職
・
官
僚
主
義
の
横
行
が
早
く
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
第
三
章
の
一
九
五
三
年
－
一
九
五
七
年
は
第
一
次
五
力
年
計
画
の

時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
社
会
主
義
改
造
の
進
展
、
一
九
五
四
年

の
第
一
次
全
国
人
民
代
表
大
会
の
招
集
と
憲
法
の
採
択
、
一
九
五
六

－
五
七
年
の
放
鳴
運
動
と
反
右
派
闘
争
へ
と
続
く
。
こ
の
時
期
の
政

治
で
注
目
す
べ
き
は
、
官
僚
組
織
に
対
す
る
中
共
の
支
配
の
確
立
と
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社
会
主
義
の
ソ
連
モ
デ
ル
学
習
運
動
で
あ
っ
た
。
ソ
連
モ
デ
ル
ヘ
の

依
存
は
党
の
指
導
の
強
化
、
中
央
集
権
、
重
工
業
重
視
を
も
た
ら
し
、

こ
の
時
期
の
終
り
に
は
ソ
連
離
れ
が
始
ま
る
。

　
こ
の
よ
う
な
政
治
の
展
開
の
な
か
で
国
家
計
画
委
員
会
は
成
立
当

初
は
独
立
し
た
機
関
と
し
て
第
一
次
五
力
年
計
画
の
策
定
と
遂
行
を

担
う
が
、
一
九
五
四
年
に
公
布
さ
れ
た
憲
法
の
下
で
国
務
院
の
一
組

織
と
な
り
、
五
六
年
か
ら
長
期
経
済
計
画
の
み
を
扱
う
こ
と
に
な
っ

た
。
国
分
君
は
、
国
計
委
に
お
け
る
党
の
支
配
の
強
化
、
専
門
性
の

増
大
、
そ
し
て
第
一
次
五
力
年
計
画
の
立
案
と
実
行
の
過
程
を
分
析

し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
官
僚
組
織
の
建
設
は
次
の
時
期

に
つ
な
が
る
間
題
を
含
ん
で
い
た
。
党
の
支
配
と
中
央
集
権
化
に
よ

り
経
済
政
策
の
な
か
に
官
僚
主
義
が
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
、
重
工
業

重
視
政
策
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
の
他
の
分
野
と
の
均
衡

を
欠
く
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
具
体
的
に
解
明
さ
れ
て
い
る
。
や
が

て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
毛
沢
東
指
導
下
で
新
た
に
展
開
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
萌
芽
は
、
す
で
に
一
九
五
六
年
に
毛
が
発
表
し
た

「
十
大
関
係
論
」
の
な
か
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
政
治
過
程
の

動
向
を
正
確
に
捉
え
つ
つ
官
僚
制
の
在
り
方
を
分
析
し
て
い
る
こ
と

が
本
論
文
の
特
徴
で
あ
る
。

　
国
分
君
は
、
大
躍
進
の
起
源
を
一
九
五
七
年
九
月
一
〇
日
の
中
共

第
八
期
三
中
全
会
の
な
か
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
政
策
は
、
一
九
五

八
年
五
月
の
中
共
八
全
大
会
第
二
回
会
議
以
後
正
式
に
展
開
さ
れ
、

そ
の
後
人
民
公
社
運
動
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
第
一
次

五
力
年
計
画
を
通
し
て
現
れ
た
社
会
主
義
の
ソ
連
モ
デ
ル
の
矛
盾
を

毛
沢
東
の
強
力
な
指
導
に
よ
っ
て
修
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

中
国
社
会
主
義
の
ソ
連
か
ら
の
独
立
を
も
指
向
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

第
四
章
は
こ
の
時
期
を
扱
う
。

　
大
躍
進
は
、
人
間
の
意
志
・
「
主
観
的
能
動
性
」
を
重
視
し
、
高

い
目
標
を
掲
げ
て
生
産
力
の
急
速
な
増
大
を
目
指
し
た
。
そ
こ
で
は
、

大
衆
を
動
員
し
た
鉄
鋼
生
産
、
水
利
建
設
、
「
深
耕
密
植
」
の
農
法
、

人
民
公
社
な
ど
が
試
み
ら
れ
た
。
そ
の
背
後
に
は
文
化
大
革
命
に
つ

な
が
る
、
毛
沢
東
の
社
会
主
義
社
会
に
お
け
る
継
続
革
命
論
が
あ
っ

た
。
し
か
し
、
大
躍
進
は
自
然
災
害
と
相
ま
っ
て
、
現
実
に
は
大
き

な
経
済
上
の
困
難
と
組
織
の
混
乱
を
も
た
ら
し
た
。
一
九
五
九
年
七

月
か
ら
八
月
に
か
け
て
盧
山
で
開
か
れ
た
中
共
中
央
政
治
局
拡
大
会

議
と
第
八
期
八
中
全
会
で
彰
徳
懐
ら
が
こ
の
情
況
を
批
判
し
た
が
、

毛
沢
東
に
よ
っ
て
斥
け
ら
れ
た
。

　
国
分
君
は
、
国
家
計
画
委
員
会
を
中
心
と
し
た
官
僚
組
織
が
毛
沢

東
の
こ
の
よ
う
な
指
導
方
針
に
追
随
し
て
い
く
過
程
を
順
を
追
っ
て

分
析
し
て
い
る
。
「
大
躍
進
形
成
に
お
い
て
毛
沢
東
の
個
人
的
役
割

が
絶
大
で
あ
り
、
そ
れ
は
個
々
の
官
僚
組
織
に
も
は
か
り
し
れ
な
い

影
響
力
を
及
ぽ
し
た
」
の
で
あ
る
。
大
躍
進
は
第
一
次
五
力
年
計
画
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の
中
央
集
権
を
嫌
っ
て
地
方
分
権
を
強
化
し
た
た
め
、
中
央
に
お
け

る
国
計
委
の
権
限
が
削
が
れ
る
と
と
も
に
、
地
方
か
ら
あ
が
っ
て
く

る
過
大
な
生
産
報
告
を
統
御
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
国
分
君

は
、
官
僚
組
織
と
し
て
の
国
計
委
の
大
躍
進
に
対
す
る
抵
抗
の
事
実

を
見
逃
し
て
は
い
な
い
が
、
結
局
は
そ
れ
ら
の
事
例
も
大
勢
を
動
か

す
こ
と
な
く
終
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
大
躍
進
の
分
析
を
通
し
て
国
分
君
が
得
た
中
国
の
官
僚
制
に
関
す

る
結
論
は
、
官
僚
制
に
対
す
る
毛
沢
東
の
圧
倒
的
影
響
力
、
党
の
支

配
と
党
と
官
僚
制
の
癒
着
、
官
僚
制
の
無
責
任
体
制
な
ど
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
体
制
の
下
で
は
、
一
つ
の
政
策
の
失
敗
が
次
の
政
策
に

生
か
さ
れ
る
こ
と
な
く
拡
大
し
て
い
く
中
国
政
治
の
在
り
方
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
同
君
は
中
国
政
治
全
体
の
構
造
を
分
析
す
る
な
か
で

官
僚
制
を
捉
え
て
い
る
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
大
躍
進
の
後
退
か
ら
文
化
大
革
命
に
至
る
政
治
過
程
は
、
そ
の
間

に
経
済
調
整
の
時
期
が
介
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
複
雑
化
す
る
。
文

化
大
革
命
の
時
期
に
つ
い
て
も
、
今
日
一
九
六
六
年
i
七
六
年
を

「
動
乱
の
一
〇
年
」
と
称
し
て
一
律
に
扱
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
実

は
均
質
で
は
な
い
。
国
分
君
は
第
五
章
に
お
い
て
、
一
九
六
〇
年
に

始
ま
る
経
済
調
整
の
時
期
と
一
九
六
六
年
－
六
八
年
の
紅
衛
兵
に
よ

る
造
反
の
時
期
を
一
括
し
て
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
大
躍

進
の
被
害
を
回
復
す
べ
く
登
場
し
た
劉
少
奇
・
郡
小
平
の
指
導
権
と
、

権
力
を
奪
回
し
よ
う
と
す
る
毛
沢
東
と
の
間
の
権
力
闘
争
が
進
行
し

た
。　
劉
少
奇
・
郡
小
平
ら
は
、
大
躍
進
に
よ
っ
て
減
退
し
た
生
産
力
を

回
復
す
べ
く
経
済
調
整
政
策
を
実
行
し
た
。
こ
の
政
策
の
中
核
は
、

農
業
を
基
礎
と
す
る
方
針
の
下
に
農
民
に
自
留
地
を
与
え
、
生
産
を

請
け
負
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
産
意
欲
を
刺
激
し
、
結
果
的
に
生

産
力
を
回
復
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
一
定
の
成
果
を
収
め
た
。
国
分

君
の
分
析
に
よ
る
と
、
彼
ら
は
こ
の
政
策
を
実
行
す
る
に
あ
た
り
党

の
中
央
集
権
的
指
導
を
重
視
し
た
。
そ
れ
に
つ
れ
て
、
中
央
官
僚
機

構
の
な
か
で
社
会
主
義
経
済
の
中
核
を
担
う
国
家
計
画
委
員
会
の
役

割
が
再
浮
上
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
中
共
中
央
直
轄
の
党
グ
ル
ー
プ

と
中
央
財
政
小
組
の
指
導
下
に
、
一
九
六
四
年
に
国
計
委
が
第
三
次

五
力
年
計
画
の
策
定
に
指
導
的
役
割
を
果
た
し
た
過
程
が
分
析
さ
れ

る
。
人
事
面
の
分
析
か
ら
も
、
国
計
委
の
こ
の
政
策
を
推
進
し
た
の

は
、
後
に
文
化
大
革
命
の
な
か
で
批
判
さ
れ
る
李
富
春
、
李
先
念
、

謹
震
林
、
薄
一
波
、
郡
子
恢
ら
の
実
務
派
指
導
者
で
あ
っ
た
こ
と
が

示
さ
れ
て
い
る
。

　
毛
沢
東
は
、
こ
の
よ
う
な
動
き
に
対
し
て
社
会
主
義
教
育
運
動
、

内
陸
後
方
地
域
の
三
線
建
設
を
も
っ
て
対
抗
し
た
。
彼
は
ま
た
、
一

九
六
五
年
初
め
に
国
計
委
を
含
む
既
存
の
官
僚
機
構
を
超
越
し
た
小

計
画
委
員
会
を
組
織
し
た
。
一
九
六
六
年
に
始
ま
る
文
化
大
革
命
の

153



法学研究75巻10号（2002：10）

過
程
で
六
八
年
八
月
「
三
支
両
軍
」
の
方
針
に
よ
り
官
僚
機
構
が
軍

事
管
制
下
に
置
か
れ
る
に
及
び
、
国
計
委
の
機
能
は
実
質
的
に
停
止

し
た
。
国
分
君
は
こ
の
よ
う
な
分
析
を
通
し
て
、
結
論
と
し
て
毛
沢

東
に
よ
る
官
僚
組
織
の
私
物
化
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
九
六
九
年
四
月
中
共
九
全
大
会
の
開
催
は
、
ひ
と
ま
ず
紅
衛
兵

の
造
反
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
混
乱
に
終
止
符
を
う
つ
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
こ
か
ら
文
化
大
革
命
の
後
期
が
始
ま
る
。
し
か
し
、
国
分

君
の
中
国
の
政
治
過
程
と
官
僚
制
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
文
革
は
通

常
言
わ
れ
て
い
る
一
九
七
六
年
で
は
終
ら
ず
、
七
八
年
一
二
月
の
中

共
二
期
三
中
全
会
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
第
六
章
は
こ
の

時
期
を
取
り
上
げ
る
。

　
中
共
九
全
大
会
後
も
党
内
の
権
力
闘
争
に
伴
う
政
治
的
不
安
定
は

止
む
こ
と
が
な
か
っ
た
。
林
彪
事
件
、
周
恩
来
・
郡
小
平
と
四
人
組

と
の
闘
争
、
そ
の
延
長
線
上
で
の
批
林
批
孔
運
動
、
周
恩
来
・
朱

徳
・
毛
沢
東
の
死
、
華
国
鋒
の
台
頭
と
郵
小
平
と
の
対
立
と
続
く
の

で
あ
る
。
文
革
収
束
過
程
で
生
ま
れ
た
革
命
委
員
会
に
お
け
る
軍
の

優
位
は
、
ソ
連
と
の
軍
事
的
対
決
と
相
ま
っ
て
、
中
国
の
政
治
・
経

済
の
軍
事
体
制
化
と
分
権
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
情
況
下
で
中
国
の
官
僚
制
、
特
に
国
分
君
が
分
析
の

対
象
と
す
る
国
家
計
画
委
員
会
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の

か
。
文
革
中
の
軍
事
管
制
下
で
国
計
委
も
大
き
な
被
害
を
受
け
た
。

一
九
七
二
年
周
恩
来
の
指
導
下
で
活
動
を
開
始
し
た
も
の
の
、
国
計

委
は
実
質
的
に
経
済
計
画
の
仕
事
を
ほ
と
ん
ど
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
そ
の
後
国
計
委
は
郡
小
平
・
余
秋
里
・
毛
沢
東
・
華
国
鋒

等
の
指
導
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
方
針
に
寄
り
添
う
形
で
活
動
し
た
も
の

の
、
官
僚
組
織
と
し
て
一
貫
し
た
経
済
計
画
の
策
定
に
あ
た
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
国
分
君
の
分
析
で
あ
る
。
同
君
の

言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
政
府
行
政
機
関
は
政
治
的
中
立
性
や
政
策
的

効
率
性
を
保
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
健
全
な
官
僚
制
を
再
建
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
同
時
に
、
あ
い
つ
い
で
政
治
闘
争
が
発
生
し
、

そ
の
結
果
官
僚
組
織
も
破
壊
さ
れ
、
し
か
も
安
定
的
で
継
続
的
な
政

策
方
針
も
な
か
っ
た
た
め
に
、
有
能
な
官
僚
そ
れ
自
体
も
育
成
す
る

こ
と
が
十
分
で
き
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
一
九

七
八
年
四
月
の
国
家
計
画
委
員
会
の
再
編
と
復
活
を
待
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。

　
実
質
的
に
は
一
九
七
九
年
か
ら
今
日
に
至
る
改
革
・
開
放
の
時
代

が
始
ま
る
。
こ
こ
で
い
う
改
革
と
は
、
社
会
主
義
体
制
そ
の
も
の
を

前
提
と
し
て
経
済
と
政
治
に
お
け
る
変
革
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、

従
来
の
中
央
集
権
的
な
計
画
シ
ス
テ
ム
を
廃
し
、
地
方
の
自
発
性
を

引
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
活
性
化
し
た
政
治
・
経
済
体
制
を

創
り
出
す
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
農
村
に
お
け

る
各
戸
請
負
制
と
人
民
公
社
の
解
体
に
始
ま
り
、
都
市
に
お
け
る
企
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業
の
政
府
・
党
か
ら
の
分
離
に
進
み
、
や
が
て
市
場
経
済
の
導
入
に

至
る
。
し
か
し
、
か
か
る
改
革
は
党
の
支
配
を
前
提
と
し
た
政
治
体

制
の
改
革
を
も
迫
る
。
一
九
八
0
年
の
改
革
は
、
経
済
体
制
の
変
革

と
政
治
体
制
の
維
持
と
の
矛
盾
の
な
か
で
進
行
し
た
。
こ
れ
が
第
七

章
の
背
景
で
あ
る
。

　
国
分
君
は
、
本
章
で
も
国
家
計
画
委
員
会
に
分
析
の
焦
点
を
当
て

る
。
復
活
し
た
国
計
委
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
後
半
余
秋
里
の
指
導

下
に
あ
っ
て
華
国
鋒
の
提
唱
し
た
野
心
的
な
経
済
一
〇
力
年
計
画
の

作
成
に
携
わ
っ
た
。
し
か
し
、
権
力
が
華
国
鋒
か
ら
郵
小
平
に
移
る

に
つ
れ
て
、
国
計
委
の
権
限
は
七
九
年
七
月
陳
雲
を
主
任
と
し
て
国

務
院
に
作
ら
れ
た
財
政
経
済
委
員
会
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、
や
が
て

そ
の
傘
下
に
入
る
こ
と
と
な
っ
た
。
早
く
も
八
○
年
三
月
に
財
政
経

済
委
員
会
は
廃
止
さ
れ
、
党
中
央
に
趙
紫
陽
を
責
任
者
と
す
る
財
政

経
済
指
導
小
組
が
設
置
さ
れ
、
国
計
委
は
そ
の
下
で
存
続
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
国
計
委
の
権
限
の
拡
大
を
主
張
す
る
陳
雲
と

縮
小
を
要
求
す
る
趙
紫
陽
と
の
問
で
論
争
が
あ
っ
た
が
、
国
計
委
の

長
期
低
落
傾
向
は
否
定
し
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

八
六
年
に
国
計
委
は
第
七
次
五
力
年
計
画
の
策
定
に
あ
た
り
ほ
と
ん

ど
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
国
分
君
は
、
こ
の
よ
う

な
国
家
計
画
委
員
会
の
地
位
を
機
構
改
革
と
人
員
問
題
、
党
政
分
離

問
題
、
人
事
制
度
、
官
僚
主
義
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
る
。

　
以
上
の
諸
章
に
お
い
て
国
分
君
は
、
中
共
指
導
下
の
官
僚
制
の
在

り
方
を
論
じ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
官
僚
制
が
一
定
の
職
務
を
遂
行

し
つ
つ
も
、
常
に
党
と
指
導
者
の
意
向
に
左
右
さ
れ
て
き
た
事
実
が

明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
官
僚
制
の
問
題
は
政

治
体
制
の
分
析
な
し
に
は
解
明
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
第

八
章
の
課
題
で
あ
る
。

　
国
分
君
は
、
本
章
で
「
毛
沢
東
以
後
の
と
く
に
一
九
七
九
年
以
後

の
近
代
化
過
程
に
お
け
る
制
度
面
、
と
り
わ
け
政
治
体
制
と
し
て
の

国
務
院
（
政
府
）
の
官
僚
制
形
成
に
お
け
る
構
造
的
問
題
を
時
系
列

的
に
考
察
」
す
る
。
こ
の
間
の
政
治
過
程
は
省
略
す
る
と
し
て
、
同

君
の
次
の
指
摘
は
本
論
文
の
結
論
的
部
分
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
今
日
に
お
い
て
も
官
僚
制
は
党
の
指
導
下
に
置
か
れ
、

制
度
化
は
未
成
熟
で
あ
り
、
人
の
要
素
と
物
理
的
力
と
し
て
の
軍
と

公
安
が
支
配
を
支
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の

「
権
威
主
義
」
が
存
続
し
う
る
理
由
と
し
て
、
国
分
君
は
①
党
と
軍

の
一
体
化
、
②
ソ
連
・
東
欧
社
会
主
義
の
崩
壊
か
ら
得
た
大
衆
の
教

訓
と
エ
リ
ー
ト
の
既
得
権
益
へ
の
執
着
、
③
農
村
と
都
市
の
基
底
社

会
の
保
守
的
傾
向
を
あ
げ
て
い
る
。
妥
当
な
指
摘
で
あ
る
。

　
終
章
は
、
国
分
君
に
よ
る
本
論
文
の
ま
と
め
で
あ
る
。
こ
こ
で
そ

の
内
容
を
繰
り
返
す
必
要
は
な
い
。
但
し
、
次
の
一
つ
の
事
実
は
取

り
上
げ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
「
計
画
経
済
の
終
焉
と
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官
僚
制
－
国
家
計
画
委
員
会
か
ら
国
家
発
展
計
画
委
員
会
へ
」
と
い

う
本
章
の
題
名
が
示
し
て
い
る
。
一
九
九
八
年
に
国
家
計
画
委
員
会

は
国
家
発
展
計
画
委
員
会
に
改
名
さ
れ
た
。
こ
の
改
名
に
よ
っ
て
国

計
委
は
そ
れ
ま
で
持
っ
て
い
た
経
済
計
画
に
対
す
る
マ
ク
ロ
と
ミ
ク

ロ
の
監
督
権
限
を
失
い
、
発
展
委
は
発
展
計
画
の
マ
ク
ロ
の
部
分
に

の
み
関
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
発
展
委
も
や
が
て
権
限

を
失
い
、
国
家
経
済
貿
易
委
員
会
が
台
頭
し
て
き
た
。
こ
の
変
化
の

背
後
に
は
、
市
場
経
済
の
導
入
に
よ
る
社
会
主
義
市
場
経
済
か
ら
の

決
別
と
い
う
状
況
と
朱
錯
基
首
相
の
指
導
が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
も
政

治
の
論
理
が
貫
徹
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（三）

　
以
上
に
お
い
て
、
本
論
文
の
趣
旨
に
論
評
を
加
え
な
が
ら
そ
の
内

容
の
紹
介
に
努
め
て
き
た
。
論
旨
は
非
常
に
明
快
で
あ
る
。
中
華
人

民
共
和
国
が
社
会
主
義
体
制
を
採
る
と
想
定
す
る
以
上
、
そ
の
官
僚

制
研
究
の
中
核
と
し
て
国
家
計
画
委
員
会
に
分
析
の
焦
点
を
当
て
る

こ
と
は
妥
当
で
あ
る
。
本
論
文
は
、
中
国
の
政
治
過
程
と
の
関
連
で

国
計
委
、
さ
ら
に
は
官
僚
制
の
持
つ
問
題
を
体
系
的
に
解
明
し
た
研

究
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
。

　
国
計
委
の
役
割
は
中
国
の
政
治
・
経
済
体
制
が
変
容
す
る
な
か
で

変
化
し
て
き
た
こ
と
も
、
本
論
文
で
実
証
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
間
一
貫
し
て
い
た
の
は
、
官
僚
制
に
対
す
る
党
の
支
配
で
あ
っ

た
。
中
国
の
官
僚
制
の
問
題
は
こ
こ
に
収
敏
す
る
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。

　
そ
れ
で
は
、
党
の
支
配
そ
れ
自
体
が
不
変
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
国

分
君
は
党
の
支
配
の
将
来
に
お
け
る
変
質
を
予
想
し
、
「
民
主
化
さ

れ
た
政
治
体
制
の
も
と
で
こ
そ
、
あ
る
特
定
の
個
人
や
集
団
に
左
右

さ
れ
な
い
健
全
な
官
僚
制
を
育
成
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」
と
考

え
る
。
「
健
全
な
官
僚
制
」
と
は
、
著
者
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
民

主
主
義
の
ル
ー
ル
に
し
た
が
っ
て
弱
者
に
意
思
表
示
の
場
と
権
利
を

与
え
、
同
時
に
政
策
の
透
明
性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
富
の
偏
在
を

是
正
す
る
道
を
開
き
、
議
会
や
政
権
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
政
治
的

合
意
に
も
と
づ
き
、
適
正
規
模
の
政
府
の
下
で
専
門
分
化
さ
れ
た
政

治
的
に
中
立
で
安
定
的
な
官
僚
機
構
」
を
指
す
。
こ
れ
は
、
近
代

的
・
合
理
的
官
僚
制
の
理
念
に
限
り
な
く
近
い
。
し
か
し
、
中
国
が

こ
の
よ
う
な
民
主
化
を
実
現
す
る
と
い
う
保
証
は
な
い
。
そ
う
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
民
主
化
の
理
念
を
想
定
し
つ
つ
、
そ
の

理
念
と
の
距
離
を
観
察
す
る
こ
と
が
今
後
の
研
究
課
題
と
な
る
。
そ

の
過
渡
期
に
お
い
て
も
官
僚
制
は
政
治
支
配
の
有
力
な
装
置
で
あ
り

続
け
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
国
家
計
画
委
員
会
の
盛
衰
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
中
国
の
官
僚
制
の
新
た
な
中
核
を
研
究
す
る
こ
と
も

必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
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以
上
の
評
価
の
上
に
た
っ
て
、
審
査
員
一
同
は
国
分
良
成
君
提
出

の
学
位
請
求
論
文
の
学
問
的
価
値
を
高
く
評
価
し
、
同
君
に
博
士

（
法
学
、
慶
鷹
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
に
賛
成
す
る
。

　
　
二
〇
〇
二
年
七
月
五
日

主
査

副
査

副
査

慶
鷹
義
塾
大
学
名
誉
教
授

法
　
　
学
　
　
博
　
　
士

慶
鷹
義
塾
大
学
名
誉
教
授

法
　
　
学
　
　
博
　
　
士

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
法
学
博
士

山
田
　
辰
雄

石
川
　
忠
雄

小
此
木
政
夫

特別記事
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